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「横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業」 

B-1 棟の改修工事の方針と第三者調査について 

 

 

 この度の「横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業」における施工ミスに関しまして、再開発組

合様、権利者の皆様、一般業務代行者様、国、県、市の各行政団体の皆様、そして本建物の利用を楽し

みにお待ちいただいた皆様に対して、多大なるご迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上

げます。 

 ９月６日(水)に再開発組合様の理事会が開催され、B-1 棟の改修工事の方針が決定いたしました。 

また、原因究明と再発防止等に関する第三者調査を 8 月２９日(火)より開始いたしましたので、下記の

通り御報告いたします。 

 

記 

 

１．B-1 棟の改修工事の方針について 

  ・改修工事の内容：施工不良となった柱・梁を設計図通りの位置に戻します。 

  ・改修工事の期間：約１０か月 

   今後は、再開発組合様、一般業務代行者様と改修工事の詳細について協議を進めさせて頂き、 

１日でも早くお引渡しできるよう努めてまいります。 

 

２．第三者調査について 

  ・原因究明と再発防止に関する第三者による調査：TMI 総合法律事務所様による調査。 

   調査結果は再開発組合様へご報告させて頂くとともに、再発防止策を確実に実施してまいります。 

 

 

改めて、皆様のご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

 横手建設株式会社 ０１８２－３２－１６９７ 

 ・受付時間 午前８時～午後５時３０分（土曜・日曜・祝祭日を除く） 


